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職場の受動喫煙防止の初めての調査結果を公表 

～県内60％が空間分煙以上、今後対策はさらに進展～ 

 

 滋賀労働局（局長 辻 知之）では、本年６月から職場での受動喫煙防止が努力義務化され

る中、初めて、県内企業に対して、職場での受動喫煙防止対策の取組状況をアンケート調査

し、その結果を取りまとめました。 

≪ポイント≫ 

 

１．本年６月１日から、職場での受動喫煙防止対策がすべての企業で努力義務となりました。 

２．こうしたことも踏まえ、滋賀労働局では、初めて、県内の職場での受動喫煙防止対策の

取組状況などについて、今年７月の企業向け説明会で出席者にアンケート調査を行いまし

た。結果の集計を終え、本日、滋賀労働局ホームページに掲載しました。（添付資料１） 

３．調査結果のポイントは次の通りです： 

 ・60.7％が空間分煙以上であり、過半数の企業がレベルの高い措置を実施。 

 ・空間分煙以上は、５年前は 51.3％、今後おおむね２年以内は 71.0％と、時系列で見て

も対策は進んできており、今後もさらに進んでいく見込み。 

 ・受動喫煙防止を進める上での課題は、「喫煙室からのたばこの煙の漏洩を完全に防ぐこ

とが困難である」が 42.1％で最も多かった。 

 ※喫煙室の設置を「空間分煙」、空間分煙と全面禁煙をあわせて「空間分煙以上」と言います。滋賀労働局

では、空間分煙以上を一つの目安として、各企業へ効果的な対策に努めるよう、周知啓発しています。 

４．滋賀労働局では、滋賀独自に、 

 ①本調査結果や県内の取組事例を掲載した啓発資料を作成し、広く県内に啓発しています。

（添付資料２） 

 ②既に上記課題にも対応できる、対策の留意点や相談先に関する概要資料を作成し、広く

県内に啓発しています。（添付資料３） 

 ②今月、県内各保健所に対して、これら啓発資料を送付し、協力依頼通知を発出したとこ

ろです（添付資料４）。 
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≪解説≫ ※番号は、上記≪ポイント≫の番号と対応しています。 

１．昨年平成 26年６月 25日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が公布され、職場

での受動喫煙防止対策が事業者の努力義務として規定され、本年６月１日から施行された。 

２．滋賀労働局では、毎年、「労働行政説明会」を開催しており、今年は、７月２日にひこ

ね燦パレスで、７月６日に守山市民ホールで開催した（内容はそれぞれ同様）。これは、

労働行政の主要なトピックス全般を説明するものであり、特別に受動喫煙防止対策に興味

のある企業が参加するようなものではない。 

３．調査結果の概要は、上述の≪ポイント≫のほか、添付資料１のⅡのとおり。 

  なお、全国の状況との比較では、滋賀県でレベルの高い措置を講じている事業所はやや

少ないが、何らかの対応をとっているという点ではかなり積極的だと評価できる。 

  具体的には、次の通りである。 

 ・全国では、空間分煙以上は 65.6％であり、これと比べ、滋賀県（60.7%）はやや対策が

遅れている。 

 ・全国では、敷地内全面禁煙は 12.8％であり、これと比べ、滋賀県（8.8%）はやや対策

が遅れている。 

 ・全国では、何も取り組んでいない事業所は 14.2％であり、これと比べ、滋賀県（1.7%）

は相当に対策が進んでいる。 

 （参考）全国データは、いずれも厚生労働省「労働安全衛生調査（実態調査）」（平成 25年）の「結果

の概要」の事業所調査の第 17表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜添付資料＞ 

 資料１ 職場における受動喫煙防止対策に関する調査結果・・・・・・・・・・p.3-13 

 資料２ 受動喫煙防止の対応事例を紹介します（周知啓発資料） ・・・・・・・p.15-16 

 資料３ 職場の受動喫煙暴威対策の技術的な留意事項（周知啓発資料） ・・・・p.17-18 

 資料４ 職場での受動喫煙防止について（協力依頼）（保健所長あて通知）・・・p.19 
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平成27年12月滋賀労働局

Ⅰ　調査方法

　・企業に対するアンケート調査による。
　・滋賀労働局が平成27年7月2日と７月６日に開催した「労働行政説明会」において、
　　参加268社の担当者に対して、その場でアンケートへの記入を任意で求めた。
　・無記名
　・回答246（回収率91.8％）

Ⅱ　結果の概要

　１　職場における受動喫煙防止対策の実施状況

　(1) 全体【図１－１】

　　(a) 空間分煙以上（①＋②）
　　・空間分煙以上は60.7％であり、多くの企業がレベルの高い措置を実施している。
　　・時系列には５年前は51.3％、現在60.7％、今後概ね２年以内に71.0％と、
　　　今後もさらに進んでいく見込みである。

　　(b) 敷地内の全面禁煙（①）
　　・最もレベルの高い措置である敷地内全面禁煙は、現在、8.8%
　　・今後概ね２年以内に、18.6％に増加する見込みである。

　　(c) 取組なし（⑧）
　　・「取組なし」は、現在、わずか1.7％である。
　　・今後（概ね２年以内）に0.5％まで減少する見込みである。

　(2) 事業所規模別、企業規模別【図１－２～１－７】

　　(a) 空間分煙以上（①＋②）の割合を見ると、規模の小さいところは、５年前には
　　　立ち後れていたが、現在は同水準になっている。

　　(b) 敷地内全面禁煙（①）の割合を見ると、規模の大きいところの方が、５年前
　　　立ちから今後に至るまで、小規模よりも多くが敷地内全面禁煙を実施（又は
　　　実施見込み）。

　　(c) 「取組なし」（⑧）の割合を見ると、規模の小さいところの方が、５年前は
　　　後れていたが、現在は同水準になっている。

　(3) 業種別【図１－８～１－10】

　　・業種ごとに、大きく状況は異ならない。
　　・第一次産業は、他よりも、レベルの高い措置をとる事業所がやや多い一方、
　　　取組なしの事業所もやや多い（二極化）。

職場における受動喫煙防止対策に関する調査結果
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　２　受動喫煙防止を進める上での問題

　　(1) 問題の有無【図２－１】
　　　63.8％が「問題がある」と回答している。

　　(2) 問題の内容【図２－２】
　　　上位３つは、上位から順に次の通りである。
　　・喫煙室からのたばこの煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である　42.7％
　　・受動喫煙防止に対する喫煙者の理解が得られない　　　　　　　33.1％
　　・顧客に喫煙をやめさせるのが困難である　　　　　　　　　　　25.5％

 （用語）
　敷地内全面禁煙・・・本調査では、「すべて禁煙（屋外ふくむ）」を指す。
　空間分煙以上・・・本調査では、「①すべて禁煙（屋外ふくむ）」または
　 「②屋内を禁煙にし、屋内の喫煙室または屋外のみ喫煙可能」の

いずれかの措置を講じている場合を指す

Ⅲ　結果の詳細

１　職場における受動喫煙防止対策の取組状況

　　　※「今後」は、おおむね２年以内の予定を記入

　　　※単数回答。

　図１－１　職場における受動喫煙防止対策の実施状況（取組内容別の割合）
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図１－２　「空間分煙以上」（①＋②）の事業所割合（事業所規模別）

図１－３　「敷地内全面禁煙」（①）の事業所割合（事業所規模別）

図１－４　「取組なし」（⑧）の事業所割合（事業所規模別）
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図１－５　「空間分煙以上」（①＋②）の事業所割合（企業規模別）

図１－６　「敷地内全面禁煙」（①）の事業所割合（企業規模別）

図１－７　「取組なし」（⑧）の事業所割合（企業規模別）
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図１－８　「空間分煙以上」（①＋②）の事業所割合（企業全体の主な業種別）
 

図１－９　「敷地内全面禁煙」（①）の事業所割合（企業全体の主な業種別）

図１－10　「取組なし」（⑧）の事業所割合（企業全体の主な業種別）
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２　受動喫煙防止対策を進めるに当たっての問題

図２－１　受動喫煙を防止するための取組を進めるに当たり問題があるか

注：図中（　）内はアンケート回答に占める割合、[ ]内は本設問無回答を除いた全体に占める割合

図２－２　受動喫煙を防止するための取組を進めるに当たり、どのような問題があるか
　　　（複数回答（のべ250回答）、本設問回答者157中）

参考表　「問題がある」の各項目を選択した157者について
１つを選択した者 73
２つを選択した者 75
３つを選択した者 9
※設問には、「主なものを最大２つまで選んで」と条件を付していたが、図２－２には、３つ選択した者の

　回答選択肢もすべて計上している。なお、４つ以上を選択した者はいない。

　表２－１　「その他」５件の具体例（全件、記入内容をそのまま転記している）
敷地内で吸う者への対応
来客喫煙者への配慮
非喫煙者からの改善要求のエスカレーション。
喫煙所が屋外で窓等からの煙の進入を完全に防げない。
年長者がヘビースモーカー

　表２－２　その他（欄外回答）

6

　「１受動喫煙防止に対する喫煙者の理解が得られない」を選択し、その「喫煙者」
とは経営者であることを付記した回答があった

157 63 

26 
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24.2% 

19.7% 

6.4% 

1.3% 

3.2% （n = 157） 

8 



３　行政に要望する施策など

明確に法整備で決めていただいた方が現場としては進めやすいです。それがないと、喫煙者の同意
とか権利とかあって一向に進みません。
公共施設、レストラン、喫茶、企業等に対し、全面禁煙を条例で制定するべきである。
行政として段階的に禁煙を進める制度を立ち上げて頂きたい。
企業に受動喫煙防止対策を講じる資金力がなく、困難であるので、全額補助等の検討が必要であ
る。
喫煙者排除のやり方は見方を変えれば敵視行為であり、人格否定にもつながる。時間をかけても
「双方のコンセンサスを得ることが前提」とすべきですが、強く教育されぎみで社内に過度の反応
の動きがみられる。
法律で喫煙を厳しく制限して欲しい。
禁煙外来等医療面でのバックアップとの連携の姿勢が見受けられない。
工場外に設置すると移動に時間を要するので屋内に清浄機を導入して設置を推進したい。しかしな
がら費用が多大となり実行できず、助成金は規模的に対象外となり助成枠拡大をお願いしたい。
発がん性が明確な喫煙を事業者として許すことは安全衛生上認められるのでしょうか。アスベスト
等と同様、責任を求められる時代が来ると考えられるのが当然という時期が早く来ることを望みま
す。
行政が屋内を禁煙にする法律をつくって頂ければ、進めやすいです。
いろいろな問題があると思いますが、飲食店の分煙による区分けでなく完全にシャットダウンでき
るスペースを設けるよう進言できたらと考えます。
タバコの販売禁止。タバコの税の増税。屋外を含む私有地以外の喫煙禁止。
施設ではとりくんでいるが、行政・広報にて、このような所では、タバコはダメですと厳しく啓発
してもらえると対応しやすい。
たばこの値上げ、1000円以上。

注：記入内容を尊重し、記入内容はそのまま転記しております。
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４－１　調査客体

図４－１　説明会出席者のうちアンケートに回答した者の割合

注：図中（　）内は説明会出席者（企業数）に占める割合。

表４－１　調査回答者の属性詳細（業種別、事業所規模別、企業規模別）

～49人 50～99人 100～299人 300人～ 無回答 合計

計 6 8 17 7 0 38
～49人 3 0 0 0 0 3
50～99人 1 4 0 0 0 5
100～299人 2 2 6 0 0 10
300人～ 0 2 10 7 0 19
無回答 0 0 1 0 0 1
計 4 10 35 17 6 72
～49人 3 0 0 0 0 3
50～99人 1 4 0 0 1 6
100～299人 0 3 16 0 4 23
300人～ 0 3 19 17 1 40
無回答 0 0 0 0 0 0
計 17 15 19 12 3 66
～49人 6 0 0 0 1 7
50～99人 0 3 0 0 1 4
100～299人 4 8 12 0 0 24
300人～ 6 3 7 10 1 27
無回答 1 1 0 2 0 4
計 6 10 28 11 15 70
～49人 2 0 0 0 0 2
50～99人 1 1 0 0 0 2
100～299人 1 6 12 0 2 21
300人～ 2 2 16 11 1 32
無回答 0 1 0 0 12 13
計 33 43 99 47 24 246
～49人 14 0 0 0 1 15
50～99人 3 12 0 0 2 17
100～299人 7 19 46 0 6 78
300人～ 8 10 52 45 3 118
無回答 1 2 1 2 12 18

事業場規模（従業員数）

無記入

第三次
産業

第二次
産業

第一次
産業

企
業
規
模

（
従
業
員
数

）

企
業
規
模

（
従
業
員
数

）

企
業
規
模

（
従
業
員
数

）

企
業
規
模

（
従
業
員
数

）
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業
種

（
企
業
全
体
の
主
な
業
種

）

合計
企
業
規
模

（
従
業
員
数

）

246 

22 

アンケート回答 

アンケート 

無回答 

説明会 

出席者 

268社 

(91.8%) 

(8.2%) 

10 



　図４－２　業種別　アンケート回答数・分布

　図４－３　事業所規模別　アンケート回答数・分布

　図４－４　企業規模別　アンケート回答数・分布

　注：図４－２から図４－４までの(  )内はアンケート回答246者に占める割合（％）、[  ]内は
　　　当該設問回答数に占める割合（％）。
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(6.9%) 
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(6.1%) 
[6.6%] 

(7.3%) 
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　注：図４－６中、棒グラフ直右（　　）内の数値は、当該業種において当該事業所規模が占める割合（％）。
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図４－６ 業種別・事業所規模別 アンケート回答分布 
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　　(a) 空間分煙以上（①＋②）

　　(b) 敷地内の全面禁煙（①）

　注：図４－８中、棒グラフ直右（　　）内の数値は、当該業種において当該事業所規模が占める割合（％）。

11

3 3 
7 

2 

5 6 
4 

2 

10 

23 
24 

21 

19 

40 
27 

32 
1 

4 13 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

第一次産業 第二次産業 第三次産業 無回答 

回
答
数

 

無記入 

300～ 

100～299 

50～99 

～49 

企業規模 

（従業員数） 

図４－７ 業種別・企業規模別アンケート回答数 

70 
66 

72 

38 

3 3 
7 

2 15 

5 

6 
4 

2 
17 

10 

23 

24 

21 

78 

19 40 27 

32 

118 

1 4 

13 

18 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

第一次産業 第二次産業 第三次産業 無回答 全体 

回
答
全
体
に
占
め
る
割
合

 

無記入 

300～ 

100～299 

50～99 

～49 

企業規模 

（従業員数） 

図４－８ 業種別・企業規模別 アンケート回答分布 

(2.6) 

(50.0) 

(26.3) 

(13.2) 

(7.9) 

(55.6) 

(31.9) 

(8.3) 

(4.2) 

(6.1) 

(40.9) 

(36.4) 

(6.1) 

(10.6) 

(18.6) 

(45.7) 

(30.0) 

(2.9) 

(2.9) 

(7.3) 

(48.0) 

(31.7) 

(6.9) 

(6.1) 

13 



受動喫煙防止の対応事例を紹介します 
～ 職場での受動喫煙の防止に努めましょう～ 

総務部門、安全衛生・産業保健スタッフの方へ 

 受動喫煙の防止は、労働安全衛生法の快適職場の形成（努力義務）の一環として、労働
者の受動喫煙防止の指導啓発が行われてきたほか、2003（平成15）年に制定された健康
増進法により、多数の人が利用する施設の管理者の努力義務が定められました。 

 今回、労働安全衛生法が改正され、2015（平成27）年６月１日から、労働者への受動
喫煙の防止が事業主の努力義務となりました。 

 このリーフレットでは、受動喫煙防止を工夫して進めている事例などを紹介します。 

 各事業者・事業場の実情に応じて最も効果的な受動喫煙の防止措置に努め、空間分煙、
そして全面禁煙を目指していきましょう。 

厚生労働省 

滋賀労働局、大津・彦根・東近江 労働基準監督署 
～ 働きやすい滋賀をめざして～ 

※このリーフレットやゼロ災ロゴマークは 滋賀労働局ＨＰからダウンロードし どなたでもお使いいただけます。
http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei.html 

（参考）参天製薬株式会社の事例は、滋賀県「健康寿命をのばそう！プロジェクト健康資源の発掘事
業」の表彰事例（平成26年度）です。http://www.pref.shiga.lg.jp/e/kenko-t/kenkopj.html 

（全面禁煙や空間分煙を進めている例） 

● 世界禁煙デーにちなんで「工場内終日禁煙デー（任意）」を実施。（１日全面禁煙） 
● 喫煙室を屋外とした。（屋内喫煙室の廃止） 

【参天製薬株式会社（製造業・滋賀県）】 

（県内事業場の取組状況） 

①すべて禁煙（屋外ふくむ） 

②屋内を禁煙にし、屋内の喫煙室または屋外のみ喫煙可能 

喫煙スペースを屋内に設け、それ以外は禁煙 

 ③空気清浄機など「有り」 

 ④空気清浄機など「無し」 

⑤一部の場所のみ禁煙 

⑥一定時間の制限（禁煙タイム） 

⑦上記以外の何らかの対策 

⑧取組無し 

※滋賀労働局「労働行政説明会」（H27.7.2と7.6実施）へ参加
した270事業場へのアンケート（アンケート回答246事業所。
有効回答：５年前222、現在239、今後210事業所） 

※「今後」は、おおむね２年以内の予定を記入 
※単数回答。 

8.8％が敷地内全面禁煙（①） 
60.7％が空間分煙以上（①＋②） 
に取り組んでいます！ 
何も取り組んでいないのは 
1.7%となっています 

4.5% 

46.8% 

19.8% 

9.0% 

7.2% 

2.3% 

1.4% 

9.0% 

8.8% 

51.9% 

23.4% 

6.7% 

2.5% 

2.5% 

2.5% 

1.7% 

18.6% 

52.4% 

18.6% 

4.3% 

3.3% 

1.0% 

1.4% 

0.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

５年前 

現在 

今後 
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Ministry of Health，Labour and Welfare

ひと、くらし、みらいのために

滋賀労働局 労働基準部 健康安全課 TEL 077 (522) 6650 
大津労働基準監督署  TEL 077 (522) 6641 
彦根労働基準監督署  TEL 0749 (22) 0654 
東近江労働基準監督署  TEL 0748 (22) 0394 (滋賀労働局2015.12更新) 

受動喫煙防止対策に関する出前講座、電話相談窓口など【無料】 
企業の研修、団体の会合で専門家が講演します。（厚生労働省27年度委託事業） 
 問合せ （一社）日本労働安全衛生コンサルタント会 TEL:050-3537-0777 

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/jigyousya/kitsuenboushi/ 

※このリーフレットの事例は、いずれも当該企業にご了解の上、掲載しております。 

（分煙の適切な方法の周知） 

● 分煙の方法として、 
 ・空気清浄機はガス成分（ＣＯなど）を除去できないという問題点があること 
 ・空気清浄機をやむを得ず使う場合は、適切に維持管理し、換気に特段の配慮をするべ

きこと 
 を企業内に周知した。 【Ｔ社（製造業・滋賀県）】 

 工夫して空間分煙している事例、空間分煙までいかないけれど工夫している事例
などがあれば、情報をお寄せ下さい！（滋賀労働局健康安全課） 

労働安全衛生法第68条の２（受動喫煙の防止） 
 事業者は、労働者の受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの
煙を吸わされることをいう。第七十一条第一項において同じ。）を防止するため、当該
事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（工夫して空間分煙を行っている事例） 

● 通常の喫煙室を紹介したほか、ビニールカーテンを使うことで費用がかからない方法も
企業内に示して対策を呼びかけた。 

費用がなければこれでも可。ビニール
カーテンの開口面積に応じて風量を確保 

T社企業内に実際に周知したチラシ（滋賀労働局が一部加工・抜粋） 

技術的な留意事項は 
通達を参照ください！ 

「労働安全衛生法の一部を改正す
る法律に基づく職場の受動喫煙防
止対策の実施について」
（H27.5.15基安発0515第1号） 

【Ｔ社（製造業・滋賀県）】 
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職場の受動喫煙防止対策の技術的な留意事項 
（厚生労働省通達に掲載されている例（抜粋）） 

 

●屋外喫煙所の設置場所（事業場の建物の出入口、人の往来区域等からの距離） 

 たばこ煙が事業場の建物の内部に流入すること等により、労働者が受動喫煙する

ことを可能な限り避けるためには、建物の出入口や窓、人の往来が多い区域（例：

通路や非喫煙者も使う休憩場所）から可能な限り離して設置すると効果的である。 

 

●屋外喫煙所の施設構造（天井（屋根）、壁の構造及び屋外排気装置） 

 たばこ煙を速やかに屋外喫煙所の外に排出するためには、たばこ煙が内部に滞留

せず、また天井に沿って水平方向に拡散しないようにすることが効果的であり、例

えば以下のような構造が考えられる。 

 図１の＜効果的な事例＞で示すように、天井部分に傾斜をつけ天井の頂点部分に

屋外排気装置を設置し、たばこ煙を建物とは反対側に逃がすような構造（開放系、

閉鎖系共通） 

 

図１：天井部分の傾斜について 

 

 

●喫煙室の設置場所 

 喫煙室からたばこ煙が漏えいする可能性を考慮するとすれば、就業する場所や人

の往来が多い区域から適当な距離をとることが効果的である。設置場所として事務

室、食堂、非喫煙者も利用する休憩所等の中を選択する場合は、喫煙室からのたば

こ煙の漏えいの防止に特別の配慮が必要と考えられる。 

 

●喫煙室の扉・給気口（ガラリ） 

・ 喫煙室の出入口付近に短冊状の紙や吹き流しを設置しておくと、喫煙室の出入

口において内部に向かう気流が発生していることを常時目視で確認することがで

きるという利点がある。 

・ 扉の開閉に伴うたばこ煙の漏えいは、引き戸にすると、ある程度緩和できる。 

 
出典：平成27年５月15日付け基安発0515第１号「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基づく職場の受動

喫煙防止対策の実施について」（厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知）から 

 http://shiga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki/_119314.html  

※ここに掲載する例は、通知の概要を知ってもらうために特に直感的・視覚的に分かりやすいものを中心に

取り上げており、必ずしも効果の高いものから優先的に取り上げたわけではありません。詳細は、通達を

ご覧下さい。  

＜効果的な事例＞ ＜検討が必要な事例＞

たばこ煙の動き

排気装置
（ファン）

事
業
場
側

たばこ煙が滞留する箇所

努力義務に 
なりました 

知っています
か？H27.5厚
労省通達 
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●エアカーテンの活用 

 エアカーテンは周りの空気を引き込む性質等があるため、下記に留意して設置す

ると効果的であると考えられる。 

・ エアカーテンの吹出し部分は喫煙室側に設置すること 

・ エアカーテンから吹き出す空気は床面まで到達しないような適切な強さとする

こと。なお、吹出し空気が弱すぎても十分な効果を発揮しないことにも留意する

こと。 

 

●空気調和設備（エアコン） 

 空気調和設備を使用する場合は、吹出し口の近傍に遮蔽板を設置するなど、空気

調和設備から吹き出した空気が喫煙室の出入口における気流に影響を与えないよ

う十分配慮することが効果的である。 

 

●空気清浄装置 

 空気清浄装置は、たばこ煙の粒子成分を効率よく除去するが、ガス状成分は完全

には除去できない。 

 

●喫煙室の形と屋外排気装置等の配置 

・ 同じ床面積であれば喫煙室の形は長方形とし、出入口と屋外排気装置は短辺側

に設けると、喫煙室内の効率的な換気が可能となる。この場合、たばこの煙が拡

散する前に吸引し、屋外に排気する観点から、灰皿は屋外排気装置の近くに設置

し、喫煙は屋外排気装置に近い場所で行うこととすることが効果的である。レイ

アウト例について、図４に示す。 

 

図４：喫煙室のレイアウト例 

 

 

 

 

 

 

 

 

●受動喫煙防止措置の効果を確認するための測定機器 

 JIS T 8202に準拠した一般用風速計を用いることが望ましい。なお、風速計のプ

ローブには指向性があるため、測定時はプローブの向きに留意すること。 

 

 

 

 

 

 

 

滋賀労働局労働基準部健康安全課  2015.8 作成（TEL：077-522-6650） 
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喫煙は屋外排気装置
の近くで行う

受動喫煙防止対策に関する出前講座、電話相談窓口など【無料】  

企業の研修、団体の会合で専門家が講演します。（厚生労働省27年度委託事業） 

問合せ （一社）日本労働安全衛生コンサルタント会  TEL:050-3537-0777 
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                  写         事 務 連 絡 

平成２７年１２月９日 

 

 

 

 各保健所長 殿 

 

 

 

                        滋賀労働局労働基準部 

                        健 康 安 全 課 長 

 

 

 

職場での受動喫煙防止について（協力依頼） 

 

 

 日頃は、労働行政の運営にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 とりわけ、管下労働基準監督署への連携協力に関して、職場における労働者の健康保

持増進のほか、災害が多発している飲食業、食料品製造業等への集団指導にご協力を賜

り、重ねてお礼申し上げます。 

 さて、職場の受動喫煙防止対策につきましては、平成４年以降、労働安全衛生法に定

められた快適職場形成（努力義務）の一環として、指導啓発を行ってきたところです。

昨年の労働安全衛生法改正により、本年６月１日から、労働者への受動喫煙の防止が事

業主（雇用主）の努力義務となり、健康保持増進の措置に位置づけられました。 

 職場での受動喫煙防止については、厚生労働省通達で技術的な留意事項が示されてい

ます。同通達と概要資料を同封しますので、必要に応じて指導啓発にご活用ください。

また、概要資料に掲載しておりますとおり、専門家による受動喫煙防止対策に関する出

前講座、電話相談窓口などを無料で実施しておりますので、適宜周知いただければ幸い

です。 

 加えて、同封資料「受動喫煙防止の対応事例を紹介します」に掲載のとおり、滋賀労

働局が今年初めて行った県内事業場へのアンケート調査の結果、既に約６割の事業場で

空間分煙以上（うち約９％が全面禁煙）に取り組んでおり、今後２年以内に約７割の事

業場で空間分煙以上（うち約２割が全面禁煙）に取り組む予定であることが明らかにな

りました。こうしたデータも活用しながら、県内への働きかけにご協力いただきますよ

うお願いいたします。 
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